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神戸市告示第215号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を

委託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和６年７月 16 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市中央区小野柄通７丁目１番１号 

日本生命三宮駅前ビル７階 

公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター 

理事長 柴田 和弘 

２ 委託する公金事務の概要 

サービス付き高齢者向け住宅の登録に係る手数料徴収事務

３ 指定年月日 

令和６年６月 19 日 

４ 委託年月日 

令和６年４月１日 

５ 徴収事務の開始日 

令和６年 10 月１日 
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神戸市告示第216 号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等を撤

去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

令和６年７月 16 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数。撤去し、及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

 この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

西神保管所及び学園都市保管所 

（ア） 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（イ） 土曜日 午後１時から午後５時まで。

（ウ） 条例による撤去を実施したときは、撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日間、

平日 午後３時から午後７時まで、土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

問　い　合　わ　せ　先

 西神中央駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 3 台 令和 6 年 6 月 4 日

 西神南駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 5 台 令和 6 年 6 月 18 日

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置

自転車 7 台 令和 6 年 6 月 25 日

 学園都市駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 2 台 令和 6 年 6 月 11 日

 学園都市駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 6 年 6 月 11 日

 伊川谷駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 6 年 6 月 11 日

撤去し、及び保管
した自転車等の台
数

撤去し、及び保管した
年月日

 西区高塚台６丁目
 西神保管所
 電話　９９２－３７６３

 西区学園西町３丁目２番地
 学園都市保管所
 電話　７９５－４６１８

西区玉津町今津字宮の西
３３３番地の１

建設局西建設事務所
電話　９１２－３７５０
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神戸市告示第217号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の

規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり

告示する。 

令和６年７月１６日 

神戸市長  久 元 喜 造  

１．自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

別表のとおり 

２．保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３．返還事務を行う時間 

 魚崎浜保管所及び稗原保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで 

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで 

（日曜日、祝日及び 12 月 28 日から１月４日を除く） 

４．返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５．その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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　　別表

自転車等の保管
及び返還の場所

自転車等が置かれ、又
は放置されていた場所

撤去し、及び
保管した年月日

問い合わせ先

魚崎浜保管所 ＪＲ住吉駅周辺 自転車 5 台 令和6年6月3日 東灘区御影塚町2丁目27番20号

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台 建設局東部建設事務所

摂津本山駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

深江駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 岩屋駅周辺 自転車 1 台 令和6年6月4日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

灘駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

王子公園駅周辺 自転車 5 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

新在家駅周辺 自転車 0 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

六甲道駅周辺 自転車 10 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 2 台

六甲駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 深江駅周辺 自転車 2 台 令和6年6月11日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 7 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

甲南山手駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 新在家駅周辺 自転車 1 台 令和6年6月12日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 6 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪神御影駅周辺 自転車 6 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪急御影駅周辺 自転車 8 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 ＪＲ住吉駅周辺 自転車 1 台 令和6年6月19日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 2 台

撤去し、及び保管した
自転車等の台数
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　　別表

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

甲南山手駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

深江駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 灘駅周辺 自転車 4 台 令和6年6月21日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

大石駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摩耶駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 6 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

魚崎浜保管所 東灘区管内 自転車 36 台 令和6年6月24日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等長期放置 原動機付自転車 1 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 4 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 灘区管内 自転車 26 台 令和6年6月26日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等長期放置 原動機付自転車 1 台

阪神御影駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪急御影駅周辺 自転車 5 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台
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神戸市告示第218号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年７月17日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年７月30日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年７月16日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

県道 小部明石線 神戸市西区玉津町高津橋字

澤町178番１地先から  

神戸市西区玉津町高津橋字

池ノ内656番12地先まで 

新 149.70 最大 18.50 

最小 16.00 

旧 149.70 最大 11.52

最小  8.60 

市道 出合白水線 神戸市西区玉津町高津橋字

土井ノ内613番３地先から 

神戸市西区玉津町高津橋字

土井ノ内597番７地先まで 

新 73.30 最大 15.10 

最小 13.50 

旧 73.30 最大 14.20

最小  9.40 
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交通局公文書管理規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

令和６年７月16日

神戸市交通事業管理者 城南 雅一

神戸市交通管理規程第５号

交通局公文書管理規程等の一部を改正する規程

交通局公文書管理規程（平成30年３月交規程第12号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（公文書主任） （公文書主任） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 所管課長は、必要があると認める

ときは、 前項の規 定にかか わらず、

当該所管 課に属す る係長の うち、庶

務を担当 する係長 以外の係 長を公文

書主任に任命することができる。 

２  管理者は、必要があると認めると

きは、前 項の規定 にかかわ らず、当

該所管課 の庶務を 担当する 係長以外

の係長を 公文書主 任に任命 すること

ができる。 

３  管理者は、適当であると認める場

合には、 当該所管 課におけ る公文書

主任の職 務の全部 又は一部 を管理者

の定める 課の公文 書主任に 処理させ

ることができる。
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（帳簿の作成） （帳簿の作成） 

第７条  経営企画課課長（監理担当）

は、文書 収配簿（ 局に到達 する文書

のうち、 到達の事 実を記録 する必要

があると 認めるも の（以下 「要記録

文書」と いう。） について 、所要事

項 を 記 録 す る 帳 簿 を い う 。 以 下 同

じ。）を作成するものとする。 

第７条  経営企画課課長（監理担当）

は、文書 収配簿（ 局に到達 する文書

を所管課 の公文書 主任宛に 配布する

場合に記 録する帳 簿（電磁 的記録を

含む。以下同じ）をいう。以下同じ。）

を作成するものとする。

第８条  所管課長は、公文書の事務処

理を文書 管理シス テムによ り行うこ

とができ ない場合 は、次に 掲げる帳

簿を作成するものとする。 

第８条  所管課長は、公文書の事務処

理を文書 管理シス テムによ り行うこ

とができ ない場合 は、次に 掲げる帳

簿を作成するものとする。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 文書送付簿（受領印を必要とす

る 文 書 を 送 付 す る 場 合 に 記 録 す る

帳簿をいう。以下同じ。）

(2) ［略］ (3) ［略］

２ ［略］ ２  ［略］ 

（到達した文書の取扱い） （到達した文書の取扱い） 

第 10条  経営企画課課長（監理担当）

は、到達 した文書 を次に掲 げるとこ

ろにより 処理し、 所管課の 公文書主

任に配布する。 

第 10条  経営企画課課長（監理担当）

は、到達 した文書 を次に掲 げるとこ

ろにより 処理し、 所管課の 公文書主

任に配布する。 

(1) 所管課が不明なものその他経営

企画課課長（監理担当）が必要と認

め る も の は 、 開 封 す る こ と が で き

る。

(1) 親展に係るものその他の開封を

す る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら

れるものを除き、開封をすること。 
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(2) 要記録文書については、文書収

配簿に所要事項を記録し、当該文書

の余白、封筒その他の適当な箇所に

様式による収受印（以下単に「収受

印」という。）を押すこと。 

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書収配簿

に 所 要 事 項 を 記 録 す る こ と 。 た だ

し、次に掲げるものについては、収

受 印 及 び 記 録 を 省 略 す る こ と が で

きる。 

 ア  通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの 

イ  新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物 

ウ  部課宛のもの及び明らかに個人

宛のもの 

 (3) 電報、入札書、訴訟及び不服申

立 て に 関 す る 文 書 そ の 他 到 達 の 日

時 が そ の 法 律 効 果 に 影 響 を 及 ぼ す

よ う な 文 書 で 前 号 の 規 定 に よ り 収

受印を押したものは、収受印の下に

収受時刻を記入し、取扱者の印を押

すこと。 

(3) ［略］ (4) ［略］ 

第 11条  公文書主任は、前条の規定に

より配布 された文 書のほか 、経営企

画課課長 （監理担 当）を経 由しない

で所管課 に到達し た文書を 次に掲げ

るところにより処理する。 

第 11条  公文書主任は、前条の規定に

より配布 された文 書のほか 、経営企

画課課長 （監理担 当）を経 由しない

で所管課 に到達し た文書を 次に掲げ

るところにより処理する。 

 (1) すべて開封すること。ただし、

次に掲げるものについては、この限
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りでない。 

ア  親展に係るもの 

イ  アに掲げるもののほか、開封す

る こ と が 不 適 当 で あ る と 認 め ら

れるもの 

(1) 要記録文書については、文書の

余白、封筒その他の適当な箇所に収

受印を押し、文書管理システム又は

文 書 収 発 簿 若 し く は こ れ に 代 わ る

帳簿に所要事項を記録すること。た

だし、前条第２号の規程により、収

受が押されたものは、収受印を省略

することができる。 

(2) 文書の余白、封筒その他の適当

な箇所に収受印を押し、文書管理シ

ステムに所要事項を記録すること。

ただし、アからウまでに掲げる文書

については収受印及び記録を、エに

掲げる文書については、記録を省略

することができる。 

 ア  通知書、案内書その他これらに

類 す る も の で 軽 易 で あ る と 認 め

られるもの 

イ  新聞、雑誌、冊子その他これら

に類する印刷物 

ウ  明らかに個人宛のもの 

エ  文書収発簿又はそれに代わるべ

き 帳 簿 を 備 え 置 い て そ の 処 理 経

過を明らかにしているもの 

(2) 所管課に到達した文書のうち、

到 達 の 日 時 が そ の 法 律 効 果 に 影 響

を 及 ぼ す よ う な 文 書 で 前 号 の 規 定

により収受印を押したものは、収受

印 の 下 に 収 受 時 刻 を 記 入 す る と と

もに、取扱者が記名し、又は印を押

(3) 所管課に経営企画課課長（監理

担当）を経由しないで到達した文書

のうち、電報、入札書、訴訟及び不

服 申 立 て に 関 す る 文 書 そ の 他 到 達

の 日 時 が そ の 法 律 効 果 に 影 響 を 及

ぼ す よ う な 文 書 で 前 号 の 規 定 に よ
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すこと。 り収受印を押したものは、収受印の

下に収受時刻を記入し、取扱者の印

を押すこと。 

 (4) 文書管理システム若しくは文書

収 発 簿 に 記 録 し た 文 書 で 重 要 で あ

る と 認 め ら れ る も の 又 は 上 司 の 明

示 の 命 令 に よ り 処 理 す る 必 要 が あ

ると認められるものは所管課長に、

そ の 他 の も の は 当 該 文 書 に 関 係 す

る係長又は名宛人に配布すること。 

(3) 前条の規定により配布された文

書でその所管に属しないものは、経

営企画課課長（監理担当）に返付す

ること。 

(5) 前条の規定により配布された文

書でその所管に属しないものは、文

書 に よ り 理 由 を 付 し て 経 営 企 画 課

課長（監理担当）に返付すること。 

 (6) 到達した文書に係る簿冊の名称

そ の 他 の 簿 冊 に 関 す る 事 項 （ 以 下

「簿冊に関する事項」という。）を

文書管理システムに記録すること。 

ただし、 当該文書 の保存期 間が１年

未満であるものは、この限りでない。 

(4) 紙の公文書（「以下紙文書」と

いう。）は、その原本を整理して保

存しなければならない。 

(7) 到達した文書の内容に係る電磁

的 記 録 を 文 書 管 理 シ ス テ ム に 記 録

するときは、いつでも照合できるよ

う 当 該 文 書 の 原 本 を 整 理 し て 保 管

しなければならない。 

(5) 紙文書と同一性を有する電磁的

記録（電子計算機の利用により、電

磁 的 記 録 か ら 当 該 紙 文 書 と 同 一 性
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を 有 す る と 認 め ら れ る 文 書 が 出 力

できるものに限る。）を収受した場

合は、当該紙文書を原本として保存

す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 場 合

を除き、電磁的記録を正本として保

存することができる。 

(6) 公文書を適切に管理するために

所管課長が必要と認めるときは、紙

文書をスキャナ（これに類する画像

読取装置を含む。）により読み取り

作 成 し た 電 磁 的 記 録 を 正 本 と し て

保存することができる。ただし、当

該 紙 文 書 を 原 本 と し て 保 存 す る こ

とが適当と認められる場合を除く。 

 

２  前 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 電 磁 的 記

録 の 保 存 並 び に 前 項 第 ６ 号 に 規 定

す る 電 磁 的 記 録 の 作 成 及 び 保 存 に

関し必要な事項は、経営企画課課長

（監理担当）が定める。 

 

（文書の起案等） （文書の起案等） 

第 14条  決裁文書（管理者の意思決定

の権限を 有する者 が承認に 係る行為

を行うこ とにより 、その内 容を管理

者の意思 として決 定し、又 は確認し

た文書を いう。以 下同じ。 ）及び供

覧文書（閲覧に供すべき文書をいう。

以下同じ 。）は、 次の各号 のいずれ

かに該当 する場合 を除き、 文書管理

第 14条  決裁文書（管理者の意思決定

の権限を 有する者 が承認に 係る行為

を行うこ とにより 、その内 容を管理

者の意思 として決 定し、又 は確認し

た文書を いう。以 下同じ。 ）及び供

覧文書（閲覧に供すべき文書をいう。

以下同じ 。）は、 次の各号 のいずれ

かに該当 する場合 を除き、 文書管理
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システムにより起案し、決裁を受け、

又は閲覧に供さなければならない。 

システムにより起案し、決裁を受け、

又は閲覧に供さなければならない。 

(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。以下この条

において「起案システム」という。）

に よ り 起 案 す る こ と が 適 当 で あ る

場合 

(1) 電子計算機を利用して文書の起

案を行うことができるシステム（文

書管理システムを除く。）により起

案することが適当である場合 

(2)～ (5) ［略］  (2)～ (5) ［略］  

２  ［略］ ２  ［略］ 

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいず れかに該 当する場 合は、前

項に定め るものの ほか、次 に掲げる

ところに より起案 し、決裁 を受け、

又は閲覧に供さなければならない。 

３  決裁文書又は供覧文書が第１項各

号のいず れかに該 当する場 合は、前

項に定め るものの ほか、次 に掲げる

ところに より起案 し、決裁 を受け、

又は閲覧に供さなければならない。 

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を記載すること。 

(3) 起案年月日その他の必要事項を

記載するとともに、次に掲げる区分

により決裁区分を朱書すること。 

 ア～エ ［略］ 

(4)～ (6) ［略］  

ア～エ ［略］ 

(4)～ (6) ［略］  

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に 押 印 し 、 又 は 起 案 シ ス テ ム に 起

案、承諾若しくは閲覧した旨を記録

すること。 

( 7 )  起 案 者 並 び に 決 裁 文 書 を 承 認

し、又は供覧文書を閲覧した起案者

の上司及び合議を受けた者は、文書

に押印すること。 

(8) ［略］ (8) ［略］ 
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(9) 特定の個人が識別され、又は識

別 さ れ う る 情 報 そ の 他 の 取 扱 い に

注 意 を 要 す る 情 報 が 文 書 に 記 録 さ

れている場合には、当該情報の漏え

い の 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 を 講

じること。 

(9) 特定の個人が識別され、又は識

別 さ れ う る 情 報 そ の 他 の 取 扱 い に

注意を要する情報に係る文書（以下

「個人情報等に係る文書」という。）

については、秘という文字を起案用

紙の適当な箇所に朱書すること。こ

の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と き

は、封筒への封入その他の方法によ

り 外 部 か ら 認 識 す る こ と が で き な

いよう注意し、かつ、紛失のおそれ

があるものについては、台紙を付す

ること。 

４  ［略］ ４  ［略］ 

（発送文書等の取扱い） （発送文書の取扱い） 

第 18条  発送を要する文書の処理及び

郵送の手 続に関し 必要な事 項は、経

営企画課課長（監理担当）が定める。 

第 18条  起案者は、発送を要する文書

を次に掲 げるとこ ろにより 処理し、

及び当該 文書を公 文書主任 に提出し

なければならない。 

 (1) 浄書し、原議書と照合の上割印

すること。ただし、文書管理システ

ム に よ り 決 裁 さ れ た 文 書 そ の 他 文

書 の 性 質 及 び 内 容 に よ り 割 印 を 要

しないものについては、この限りで

ない。 

(2) 必要のあるものについては公印

を押すこと。この場合において、公

印の使用については、神戸市公印規

則（昭和52年３月規則第111号）、
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神戸市公印取扱規程（昭和52年３月

訓令甲第９号）及び神戸市交通局公

印規程（昭和27年 11月規程第８号）

の定めるところによる。 

 ２  公文書主任は、発送を要する文書

について 、文書管 理システ ムに所要

の事項を 登録しな ければな らない。

ただし、 公文書の 事務処理 を文書管

理システ ムにより 行わない ときは、

文書収発 簿その他 の帳簿に よりその

処理に係 る経過を 記録する ことがで

きる。 

（電磁的記録の取扱い） （電磁的記録の取扱い） 

第 18条の２  電磁的記録の送付につい

ては、電 子情報処 理組織（ 局等の使

用に係る 電子計算 機（入出 力装置を

含む。以 下同じ。 ）と送付 を受ける

者の使用 に係る電 子計算機 とを電気

通信回線 で接続し た電子情 報処理組

織をいう 。）によ り行うこ とができ

る。 

第 1 8条 の ２  前 条 の 規 定 に か か わ ら

ず、電磁 的記録の 送付につ いては、

電子情報 処理組織 （局等の 使用に係

る電子計 算機（入 出力装置 を含む。

以下同じ 。）と送 付を受け る者の使

用に係る 電子計算 機とを電 気通信回

線で接続 した電子 情報処理 組織をい

う。）により行うことができる。 

２、３ ［略］ ２、３ ［略］ 

（完結公文書の保存等） （完結公文書の保存等） 

第 21条  ［略］  第 21条  ［略］  

２  完結公文書は、文書管理システム

その他の 電子計算 機を利用 した情報

処理シス テム又は 全庁ファ イルサー

バ等の共 用の媒体 により保 存しなけ

２  完結公文書は、文書管理システム

により保 存しなけ ればなら ない。た

だし、文 書管理シ ステムに より保存

すること ができな い完結公 文書は、
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ればなら ない。た だし、こ れらによ

り保存す ることが できない 完結公文

書は、次 に掲げる ところに より速や

かに成冊 （文書を 冊子状に 取りまと

めること をいう。 以下同じ 。）をし

て保存しなければならない。 

次に掲げ るところ により速 やかに成

冊（文書 を冊子状 に取りま とめるこ

とをいう 。以下同 じ。）を しなけれ

ばならない。 

(1)～ (5) ［略］  (1)～ (5) ［略］  

３、４ ［略］ ３、４ ［略］ 

（公文書の引継ぎ） （公文書の引継ぎ） 

第 26条  所管課長は、保存期間が満了

した簿冊 等につい て、前条 第１項の

規定によ り引き継 ぐことと 定めたも

のは、文 書引継決 議書又は 文書管理

システム を用いた 引継ぎの 依頼によ

り、経営 企画課課 長（監理 担当）に

引き継がなければならない。ただし、

文書管理 システム に保存し た電磁的

記録のみ で構成さ れる簿冊 等につい

ては、この限りでない。 

第 26条  所管課長は、保存期間が満了

した簿冊等について、第 25条の２第

１項の規 定により 引き継ぐ ことと定

めたもの は、毎年 ７月末日 までに文

書引継決 議書又は 文書管理 システム

を用いた 引継ぎの 依頼によ り、経営

企画課課 長（監理 担当）に 引き継が

なければ ならない 。ただし 、文書管

理システ ムに保存 した電磁 的記録し

かない簿 冊等につ いては、 この限り

でない。 

２  前項の規程にかかわらず、職務の

遂行上所 管課にお いて保存 する必要

があると 所管課長 が認める もの又は

引継ぎに 支障があ ると経営 企画課課

長（監理 担当）が 認めるも のは、当

分の間、 所管課に おいて引 き続き保

存するものとする。 
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附 則  

 この規程は、令和６年７月16日から施行する。 
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交通局職員提案奨励規程の一部を改正する規程をここに公布する。  

令和６年７月 16日  

神戸市交通事業管理者  城南  雅一  

神戸市交通管理規程第６号  

   交通局職員提案奨励規程の一部を改正する規程  

交通局職員提案奨励規程（昭和 31年２月交規程第１号）の一部を次のように

改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

 改正後   改正前  

（二次選考委員会）  （幹事会）  

第 ６ 条  委 員 会 の 下 に 二 次 選 考 委 員 会

を置く。  

２  二 次 選 考 委 員 会 は 、 二 次 選 考 委 員

長 及 び 二 次 選 考 委 員 を も っ て 組 織 す

る。  

３  二 次 選 考 委 員 長 及 び 二 次 選 考 委 員

は、職員の中から管理者が定める。  

４  二 次 選 考 委 員 会 は 、 提 案 の 入 選 又

は 選 外 及 び 努 力 賞 に つ い て 審 議 し 、

委員会に付議する。  

５  二 次 選 考 委 員 会 の 運 営 そ の 他 必 要

第６条  委員会の下に幹事会を置く。  

２  幹 事 会は 、 幹 事 長 及 び 幹 事を も っ

て組織する。  

３  幹 事 長及 び 幹 事 は 、 職 員 の中 か ら

管理者が定める。  

４  幹 事 会は 、 提 案 の 入 選 又 は選 外 及

び 努 力 賞 に つ い て 審 議 し 、 委 員 会 に

付議する。  

５  幹 事 会 の 運 営 そ の 他 必 要 な 事 項

は、幹事長が定める。  
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な 事 項 は 、 二 次 選 考 委 員 長 が 定 め

る。  

 

附  則  

 （施行期日）  

この規程は、令和６年７月 16日から施行し、令和６年４月１日から適用す

る。  
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